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１ アンケート調査の概要 
 
（１） 実施方法と時期 

実施方法：通所事業所を通じて配布・回収及び郵送配布・郵送回収方式 

実施時期：平成２３年７月 

 

 

（２） 調査対象 

市内に住所を有し、障害福祉サービス等を利用している人の中から無作為で抽出

しました。 

平成２１年度アンケートでは障害のある人を含む４，０００人を対象に実施して

います。今回のアンケートでは、障害福祉サービス等の利用意向を把握するため、

障害のある人を対象に実施しました。 

 

 

（３） 配布数及び回答結果 

 

配布・回収方法 配布数 回収数 回収率 

市内の通所事業所を通じて配布・回収 105 人 95 人 90.5％ 

郵  送 145 人 97 人 66.9％ 

合  計 250 人 192 人 76.8％ 
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（４） 調査結果の概要 

 

①回答者について 

≪年齢≫ 

回答者の年齢は、「１７歳以下」が２０．３％、１８歳以上が７９．７％です。 

0 20 40 60 80 100

20.3 40.1 23.4 6.3 8.9

1.0

(%)

17歳以下 18～39歳 40～59歳 60～64歳

65～74歳 75歳以上

n=192人

 

≪障害種別≫ 

回答者の障害種別は、「知的障害」が５３．６％と最も多く、次いで「身体障害」

が３８．０％、「精神障害」が７．８％、「発達障害」が０．５％です。 

0 20 40 60 80 100

38.0 53.6 7.8

0.5

(%)

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害

回答なし

n=192人
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②相談について 

≪相談について困った経験の有無≫ 

相談に対して困った経験のある人は、全体で約６割です。 

障害種別にみると、対象者が少ないものの、発達障害においては対象者となる１人

が、精神障害においては１１人が「ある」と回答しています。 

0 20 40 60 80 100

全体

身体障害

知的障害

精神障害

発達障害

58.9

56.2

58.3

73.3

100.0

33.3

37.0

32.0

26.7

7.8

6.8

9.7

(%)

ある ない 回答なし

n  =

192

73

103

15

1

 

≪相談しやすくするために必要なこと≫ 

相談しやすくするために必要なことは、「信頼できる相談者がいる」や「曜日や時

間に関係なく、いつでも相談に応じてくれる」「身近な場所で相談できる窓口がある」

が多く、身近な場所でいつでも利用可能な相談場所や、相談する職員の資質向上が求

められています。 

0 20 40 60 80 100

曜日や時間に関係なく、いつでも相談に
応じてくれる

信頼できる相談者がいる

身近な場所で相談できる窓口がある

インターネットでの相談ができる

電話での相談を充実する

民生委員・児童委員が訪問してくれる

その他

特に必要なことはない

回答なし

58.4

67.3

48.7

6.2

22.1

8.0

3.5

0.0

2.7

(%)

n  =113
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③就労について 

≪就労状況≫ 

回答者のうち就労している人は「働いていない」「回答なし」を除く３６．４％で

す。その就労形態は、「授産施設・作業所など」が最も多くなっています。 

0 20 40 60 80

正社員・派遣社員

自営業

パート・アルバイト

家業（自営業）の手伝い

内職

授産施設・作業所など

働いていない

その他

回答なし

3.6

2.1

1.6

0.0

0.0

29.2

61.5

0.0

2.1

(%)

n  =192

 

≪働いていない理由≫ 

働いていない理由は、「幼少・就学中」や「高齢のため」など年齢によるものもあ

りますが、「心身の事情（病気または障害）により働ける状態にない」が４割を超え

て多い状況であり、就労環境などの整備だけではなく、対象者本人の心身の事情によ

り働ける状態にないことが大きな理由となっています。 

0 10 20 30 40 50 60

幼少・就学中

高齢のため

働きたいが、就職先がみつからない

働きたいが、働くための技術や技能がない
（自分にあった仕事がない）

働きたいが、通勤の手段が確保できない

働きたいが、職場の人間関係形成に
不安がある

心身の事情（病気または障害）により
働ける状態にない

その他

回答なし

33.1

12.7

1.7

1.7

0.0

0.8

44.1

2.5

3.4

(%)

n  =118
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④障害福祉サービスの利用満足度について 

居宅介護、生活介護、児童デイサービス、短期入所（ショートステイ）、移動支援、

日中一時支援、日常生活用具、補装具、手話通訳で、「十分な量ではなかった」と回

答している人がいます。 

0 20 40 60 80 100

居宅介護

生活介護

療養介護

児童デイサービス

短期入所（ショートステイ）

移動支援

地域活動支援センター

訪問入浴サービス

日中一時支援

日常生活用具

補装具

手話通訳

要約筆記

共同生活介護

知的入所更生

知的通所授産

就労移行支援

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

28.6

32.5

100.0

36.4

25.0

37.8

57.1

100.0

40.2

40.7

30.0

45.5

62.5

90.9

63.6

14.3

75.0

33.3

51.4

40.0

22.7

28.8

34.1

28.6

29.3

25.9

40.0

36.4

100.0

37.5

27.3

71.4

25.0

53.3

8.6

12.5

18.2

12.5

9.8

12.2

18.5

10.0

9.1

11.4

15.0

22.7

33.8

18.3

14.3

18.3

14.8

20.0

9.1

9.1

9.1

14.3

13.3

(%)

十分な量だった どちらとも言えない（普通）

十分な量ではなかった 回答なし

n  =  

35

40

1

22

80

82

14

1

82

27

10

11

2

8

11

11

7

8

15
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⑤障害福祉サービスの利用状況・利用意向について 

今後の障害福祉サービスの利用意向については、相談支援、日常生活用具、児童デ

イサービス、短期入所（ショートステイ）、自立訓練などの利用意向が高くなってい

ます。 

0 10 20 30 40 50 60 70

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練

療養介護

児童デイサービス

短期入所（ショートステイ）

移動支援

地域活動支援センター

訪問入浴サービス

日中一時支援

日常生活用具

補装具

コミュニケーション支援

相談支援

12.5

0.5

0.5

15.1

1.0

46.2

21.4

27.1

7.3

0.5

34.4

22.9

6.3

6.3

7.3

5.2

12.5

8.3

10.9

19.8

6.8

20.5

20.3

19.3

17.7

3.6

10.9

29.7

7.8

7.8

43.8

利用している・利用したことがある 利用したい

(%)

192

192

192

192

192

192

192

39

192

192

192

192

192

192

192

192

192

n  =  



参考資料 

56 

 

⑥今後の居住の場について 

≪将来的に希望する居住の場≫ 

将来的に希望する居住の場については、障害福祉サービス等の利用程度については

違いがみられるものの、半数以上の人が地域において自宅で生活したいと回答してお

り、在宅での生活をサポートするサービスの充実が必要です。 

一方で、「いずれはグループホームやケアホームで暮らしたい」が約２割となって

います。 

0 20 40 60 80 100

18.8 21.4 12.5 18.8 5.7

1.6 1.0

8.9 7.8

3.6

(%)

家族や親類等の支援により自宅で生活したい

家族等の介助を中心としながら、
障害福祉サービスを利用しながら自宅で生活したい

在宅で障害福祉サービスを十分利用し、
家族等にできるだけ負担のかからないように自宅で生活したい

いずれはグループホームやケアホームで暮らしたい

障害者の施設に入所したい

高齢者の介護施設に入所したい

その他

わからない

既にグループホーム・ケアホームや施設等に入所（居）しており、
そのまま居続けたい

回答なし

n  =192
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≪グループホーム・ケアホームでの居住を希望する時期≫ 

グループホームやケアホームでの居住を希望する時期は、「わからない、特に想定

していない」が約４割と多いものの、５年以内と回答している人が３６．２％、３年

以内と回答している人は約２割となっています。 

今後、グループホーム・ケアホームのニーズを把握したうえで、整備状況を踏まえ

ながら、計画的に整備を進めていくことが求められています。 

0 20 40 60 80 100

5.6 13.9 16.7 19.4 41.7

2.8

(%)

１年以内

２～３年以内

４～５年以内

６年以上経ってから

わからない、特に想定していない

回答なし

n  =36
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⑦主な介助者について 

≪１日のうちで主な介助者が介助をしている平均時間≫ 

主な介助者が１日に介助している時間の平均は、「１２時間以上」が４割を超えて

多く、長時間の介助が必要な人が多い状況です。 

0 20 40 60 80 100

5.3 4.6 10.6 6.6 19.9 41.7 11.3

(%)

30分未満 30分以上１時間未満

１時間以上３時間未満 ３時間以上６時間未満

６時間以上12時間未満 12時間以上

回答なし

n  =151
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≪主な介助者が介助をする上で困っていること≫ 

主な介助者が困っていることとして、「自分に代わって介助を行う人がいない」や

「介助を行う上での、精神的な負担が大きい」「自分の自由な時間が取れない」「介助

を行う上での、肉体的な負担が大きい」「自分や家族が仕事をやめたり、変えたりし

なければならなかった」などが多く、介助者をサポートするサービスの充実とともに、

日常的に介助している介助者がリフレッシュできるようなサービスも求められてい

ます。 

0 10 20 30 40 50 60

適切な介助方法が分からない

自分に代わって介助を行う人がいない

自分や家族が仕事をやめたり、変えたり
しなければならなかった

自分の自由な時間が取れない

介助のために、家族関係が悪くなって
しまっている

介助を行う上での、肉体的な負担が大きい

介助を行う上での、精神的な負担が大きい

トイレ等の構造の問題や手すりがないなど、
介助に適した住居でない

介助にかかる費用による負担が大きい

介助などに関する相談相手がいない

その他

特に困っていることはない

回答なし

6.6

36.4

21.9

29.1

8.6

22.5

35.1

11.9

8.6

7.3

7.3

17.9

15.9

(%)

n  =151
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２ 懇話会で出された意見の概要 

１ 目的 

障害福祉計画の見直しの基礎資料を得るために、障害のある人の実態調査の一環

として懇話会形式の意見交換会を開催し、障害者関係団体等の意向を把握しました。 

なお、第１回の懇話会の開催に先立って（１）障害者（児）を取り巻く環境につ

いて、（２）介護給付、訓練給付について、（３）地域生活支援について、（４）新し

い障害福祉計画に盛り込んでほしい項目の４点について、障害者関係団体等を対象

に聞き取り調査を実施し、そのまとめに基づいて懇話会における意見交換を進めま

した。 

２ 実施時期 

第１回：平成２３年 ７月２１日（木）  

第２回：平成２３年１１月１７日（木）  

３ 参加団体 

●安城市身体障害者福祉協会 

●安城市手をつなぐ親の会 

●安城市自閉症児の自立を目指す親の会「めーぷる」 

●精神障害者安城地域家族会「ぶなの木会」 

●社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

●社会福祉法人 ポテト福祉会 

●社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

●県立岡崎養護学校 

●県立安城養護学校 

●安城市ボランティア連絡協議会 
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４ 意見の概要 

ア 障害者（児）を取り巻く環境について 

≪重度身体障害者の日中の居場所、医療的ケア≫ 

・養護学校の現場でも、医療的な進歩によって、肢体不自由の重度障害の生徒が

増えている。重度の障害のある子ども達の一番の目標は、毎日学校に通うこと

である。生活リズムを安定させることが生きる力になる。 
・卒業後でも養護学校に通っている時と同様の生活リズムを崩したくないという

保護者のニーズは高い。 
・重度重複障害者のためのサービス基盤は、他の障害種別と比べると対応等が遅

れている。 
・今後、重度の障害児が養護学校を卒業し、地域生活をおくる人が増えてくる。

医療的ケアを受けながら地域生活が行えるようなサービス基盤を整えることが

求められている。 

≪災害時要援護者の登録制度≫ 

・災害時要援護者登録制度の存在や内容について、広報が不十分である。また、

内容を理解していない人がいる。 
・聴覚・視覚障害者は、災害時の連絡方法に対してすごく不安をもっている。 
・担当課である社会福祉課と連携し、わかりやすい資料の作成や広報の充実を強

化していただきたい。 

≪居住系サービス（グループホーム・ケアホーム）の整備≫ 

・介護者である保護者も高齢化しており、親亡き後のことを不安に思っている人

が少なくない。 
・入所施設をつくる会が設立されており、２４時間生活できる居住の場を求めて

いる人がいる。また、視覚障害者が入居できるグループホーム・ケアホームの

整備を求める声がある。こうした中、ケアホームの整備を検討している社会福

祉法人もある。 
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イ 介護給付、訓練給付について 

≪増加傾向にある中途障害者への対応≫ 

・生活介護の利用者の中には、先天的な障害だけでなく、加齢や病気等による中

途障害者のニーズも高まっており、そうした人の利用も増えてきている。この

ため、中途障害者への対応も求められる。 

≪重度身体障害者の緊急時の居場所≫ 

・現在、重度の障害のある子ども達は、緊急時に、春日井市にあるコロニーや浜

松市にある医療センターに行っている。西三河地域など地域間で連携を図りな

がら、緊急時に、重度の障害をもった子ども達を介護することができる施設の

整備が求められている。 

ウ 地域生活支援について 

≪相談支援体制の整備≫ 

・緊急時の相談支援体制への充実は各施設から求められている。夜間や休日など、

一番相談したい時に相談する先が閉まっているという声をよく聞く。いつでも

相談にのってもらえるような拠点の整備が必要である。 
・最近は、小中学校に通い、相談支援事業を知らずにいる保護者も多い。保護者

を含めた支援体制の強化が求められている。 
・相談窓口がどこにあるか知らない人も多いため、その啓発が必要である。 
・市が目指すべき方向として、社会福祉協議会（ふれあいサービスセンター）は

総合的な相談窓口としての役割を果たし、障害種別ごとに相談内容も異なるた

め、障害種別に応じた専門の相談窓口を各相談支援事業者に設けてはいかがか。 
・各相談支援事業者が、個別に問題を抱えるのではなく、問題が出るたびに、困

難事例として検討会議を開き、迅速に検討・対応できる体制が望ましい。 

≪地域活動支援センター（桜井身障デイ）の在り方≫ 

・地域活動支援事業について、重度身体障害者が期待している施設としては桜井

の身障デイがある。お風呂もあるし、看護師もいる。病院から退院した後に行

く場所のない、医療的ケアの必要な方々で、週２、３回通う方は桜井身障デイ

に通う等、民間事業者の施設と住み分けが求められる。 
・桜井の地域活動支援センターは、身体障害者のためのサービスとして始まって

いるが、障害区別の壁を取り払い、３障害の方が利用できるような施設にする

ことが望まれる。特に、精神障害のある人の日中の居場所が不足している状況

がある。障害の特性に合わせた活動の場としていく必要がある。 
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３ 安城市障害福祉計画策定委員会設置要綱 

  （設置） 

第１条  障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づ

き、厚生労働大臣が定めた同法第８７条第１項の基本指針に即して、安城市における

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（以

下「障害福祉計画」という。）を策定するに当たり、広く市民の意見を反映させるため、

安城市障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

  （所掌事務） 

第２条  委員会は、障害福祉計画の策定に際し意見を述べるものとする。 

２  委員会は、障害福祉計画の策定の完了によりその使命を終了するものとする。 

  （組織） 

第３条  委員会は、委員１３人以内をもって組織する。 

２  委員は、福祉、医療、雇用、教育等の関係者及び障害者を代表する者のうちから、

市長が委嘱する。 

  （任期） 

第４条  委員の任期は、障害福祉計画の策定が完了するまでとする。ただし、関係機関

の役職等をもって委嘱された者にあっては、その職にある期間とし、後任者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

  （委員長及び副委員長） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２  委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名により定める。 

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

委員長の職務を行う。 

  （会議） 

第６条 委員長は、委員会の会議を招集し、議長を務める。 

  （庶務） 

第 7条 委員会の庶務は、保健福祉部障害福祉課において処理する。 

      附  則 

  この要綱は、平成１８年８月１５日から施行する。 

      附  則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
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４ 安城市障害福祉計画策定委員会委員名簿 

 

Ｎｏ 役職名 所 属 団 体 氏 名 役  職 

１ 委員長 安城市社会福祉協議会 大見 賢治 会長 

２ 副委員長 安城市町内会長連絡協議会 浦田 徳春 副会長 

３ 委 員 安城市医師会 藤井 康彰 会長 

４ 委 員 安城商工会議所 大見 哲久 雇用労働委員

会委員長 

５ 委 員 
刈谷公共職業安定所 

（ハローワーク） 
服部  克 就職促進指導

官 

６ 委 員 衣浦東部保健所 小出 世志子 健康支援課長 

７ 委 員 安城市小中学校校長会 三浦 陽市 特別支援教育研

究協議会会長 

８ 委 員 愛知県立安城養護学校 成瀬 弘司 進路指導主事 

９ 委 員 安城市身体障害者福祉協会 岡田 龍祐 会長 

１０ 委 員 安城市手をつなぐ親の会 柵木  守 会長 

１１ 委 員 
精神障害者安城地域家族会 

「ぶなの木会」 
徳永  宏 副会長 

１２ 委 員 ポテト福祉会 黒川 久美子 ポテトハウス

施設長 

１３ 委 員 市民代表 丹羽 宏光  
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５ 関係団体等懇話会参加団体 

１３団体に懇話会への参加を呼びかけ、１０団体のご参加を得て、ご意見をい

ただきました。 

 

●安城市身体障害者福祉協会 

●安城市手をつなぐ親の会 

●安城市自閉症児の自立を目指す親の会「めーぷる」 

●精神障害者安城地域家族会「ぶなの木会」 

●社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

●社会福祉法人 ポテト福祉会 

●社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

●県立岡崎養護学校 

●県立安城養護学校 

●安城市ボランティア連絡協議会 

                             ＜順不同＞ 
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６ 安城市地域自立支援協議会委員名簿 

 

所 属 団 体 氏 名 

安城市社会福祉協議会会長 大見 賢治 

安城市民生委員児童委員協議会（障害者部会） 多田 則子 

安城市医師会会長 藤井 康彰 

安城市医師会（精神） 飯島 徳哲 

安城市町内会長連絡協議会副会長 浦田 徳春 

安城商工会議所雇用労働委員会委員長 大見 哲久 

刈谷公共職業安定所（ハローワーク）就職促進指導官 服部  克 

衣浦東部保健所健康支援課主査 前澤 とし子 

愛知県立安城養護学校進路指導主事 成瀬 弘司 

安城市小中学校校長会（特別支援教育推進協議会会長） 三浦 陽市 

安城市ボランティア連絡協議会会長 横山 松男 

社会福祉法人ぬくもり福祉会（まるくてワークス施設長） 鈴木 眞一 

安城市身体障害者福祉協会会長 岡田 龍祐 

安城市手をつなぐ親の会広報部長 神谷 佐奈美 

精神障害者安城地域家族会「ぶなの木会」副会長 岩月  昭 

当事者（障害者）代表 本田 桂吾 
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７ 第３期障害福祉計画策定経過の概要 

 
 年  月  日 実  施  内  容 

１ 平成２３年 ６月２７日 第１回障害福祉計画策定委員会 

（１）障害福祉計画について 

  ア 第２期障害福祉計画 

  イ 第２期障害福祉計画における進捗状況 

（２）障害者の状況について 

（３）障害者へのアンケートについて 

（４）第３期障害福祉計画策定スケジュールについて

２ 平成２３年 ６月２７日 第１回圏域検討会議（西三河総合庁舎） 

３ 平成２３年 ７月２１日 第１回関係団体等懇話会 

（１）第２期障害福祉計画における進捗状況 

（２）第３期障害福祉計画策定について 

（３）聞き取り調査 

（４）意見交換 

４ 平成２３年 ７月  アンケート調査 

（障害福祉サービス等利用者２５０人対象） 

５ 平成２３年 ８月 ４日 第１回地域自立支援協議会 

（１）第２期障害福祉計画における進捗状況 

（２）第３期障害福祉計画策定について 

（３）第３期障害福祉計画策定スケジュールについて

6 平成２３年 ８月 ヒアリング調査（聞き取り調査９団体） 

7 平成２３年 ８月１１日 第２回障害福祉計画策定委員会 

（１）アンケート調査報告 

（２）関係団体等懇話会意見報告 

8 平成２３年 ８月２９日 第２回圏域検討会議（西三河総合庁舎） 

9 平成２３年１１月１７日 第２回関係団体等懇話会 

（１）第 3 期障害福祉計画（素案）について 

（２）第 3 期障害福祉計画策定スケジュールについて

（３）意見交換 

10 平成２３年１１月２４日 第２回地域自立支援協議会 

（１）第 3 期障害福祉計画（素案）について 

（２）第 3 期障害福祉計画策定スケジュールについて

11 平成２３年１２月 １日 第３回障害福祉計画策定委員会 

（１）第３期障害福祉計画（案）について 

（２）意見交換 

12 平成２３年１２月１５日 

～２４年 １月１３日 
パブリックコメント募集 

13 平成２４年 ２月２３日 第４回障害福祉計画策定委員会 

（１）パブリックコメントの結果と対応 

（２）第３期障害福祉計画最終案 
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